
etc〈その他〉

自動車税は名義人に課税します

お問合せ先
福井県税事務所     TEL：0776-21-8274
嶺南振興局税務部  TEL：0770-56-2223

●３月中に車検証の変更が必要
●自動車を下取りに出したら？　⇒「名義変更」
●自動車を廃車したら？　⇒「抹消登録」
これらの手続がされていないと、すでに自動車が手元
になくても自動車税が引き続き課税されます。
●住所が変わったら？　⇒「変更登録」
手続がされていないと、自動車税の納税通知書が元の
住所に発送されてしまいます。変更登録が間に合わな
い場合は、以下の問い合わせ先に連絡してください。

お問合せ
お申込先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
福井支部　高齢・障害者業務課
TEL. 0778-23-1021

　厚生労働省及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構では、高齢者が年齢に関わりなくいきいきと働く
ことができるよう、各企業が行った創意工夫の事例を
広く募集する「高年齢者雇用開発コンテスト」を実施
しています。優秀企業については、表彰を行うとともに、
優秀事例の紹介等により広く啓発を行っています。	 	
【募集期間】平成 30年４月 20日㈮　当日消印有効	
下記窓口、またはホームページから応募用紙を入手・
ご記入の上、下記窓口までご提出ください。

平成 30年度高年齢者雇用開発コンテスト	
〜募集のお知らせ〜

お問合せ先
(公社)福井県不動産鑑定士協会 事務局
TEL. 0776-21-0501 FAX. 0776-21-0525
福井市中央1-3-1　加藤ビル2階

　毎年 4月 1日の「不動産鑑定評価の日」に関連する
事業として、地価公示並びに県地価調査制度の普及を
図り、もって不動産鑑定士の社会的公共的役割を果た
すため、地価等に関する無料相談会を開催します。
【日　時】平成 30年 4月 3日㈫　10：00～ 15：00
【会　場】福井市役所　本館 1	階　市民ホール
【内　容】福井県内に存する土地・建物等の適正な価格	
　　　　	並びに地代・家賃等に関して、不動産鑑定士
　　　　	が無料で相談に応じます。

「不動産鑑定士による地価等に関する無料相談会」
開催のご案内

お問合せ
お申込先

福井商工会議所 会員サービス課
TEL. 0776-33-8254

　福井商工会議所では、当所が実施する事業（研修会
･セミナー･イベント）や経営情報（調査･統計）のほか、
国の政策情報、県内産業政策情報、地域情報など企業
経営に有用な情報を 1本のメールにまとめて皆様に配
信しています。是非、この機会にご登録ください！	
≪登録はとっても簡単！≫
①メールアドレス②氏名③会社名④所属部署⑤電話番
号を記入の上、会員サービス課までメールでお送り下
さい。（E-mail：pub-info@fcci.or.jp）

福井商工会議所「E-mail	news」
登録者募集中！


